
令和６年度 第 1 回山形市男女共同参画センター運営委員会 

 
令和６年５月２４日（金）１４時００分～   

  男女共同参画センター５階 視聴覚室・研修室２ 
 
 
                次   第 

 

１ 開 会 
 
２ 委嘱状交付 
 
３ 企画調整部長あいさつ 
 
４ 委員自己紹介・職員紹介 
 
５ 正・副委員長の選任 
 
６ 正・副委員長のあいさつ 
 
７ 議 事 
   （１）報告 

令和５年度事業報告について （別冊「年報ファーラ」及び資料１） 
 

（２）協議  
令和６年度事業計画について （資料２、資料３） 

 
８ その他 
 
 
９ 閉 会 
 
 
 
 



関原　あずみ　委員 佐藤　慎也　委員

髙瀨　謙治　委員 村山　理香　委員

中嶋　愛　委員 阿部　由希　委員

長尾　景子　委員 川合　芳光　委員

横尾　峰子　委員 佐藤　知恵　委員

事務局

　　

→　出入口

係
長

議長席

副
所
長

部
長

所
長

令和６年度　第１回山形市男女共同参画センター運営委員会　席次

記者席

傍聴席

日時：令和６年６月２４日（金）　午後２時～午後３時３０分

場所：男女共同参画センター　5階　視聴覚室
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〇プロジェクトの概要 

 

 

 

 

 

 

 

〇令和５年度事業内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇事業の成果                                                                                    〇今後の取り組み 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                                 

 

 

 

 

公民連携による女性人材育成事業について 

・ビューティーセッション 

（資生堂ジャパン提供） 

・東京スタディトリップ（8月・1泊2日） 

訪問先：㈱COEO,富士通㈱,NPO ﾏﾄﾞﾚﾎﾞﾆｰﾀ 

講演：㈱WillLab小安美和氏 

 

・市職員との対話 

 

日時：5月25日（木）14:00～ 

場所：山形テルサ アプローズ 

内容：㈱資生堂 人財本部副ＣＰＯ 芦田恵美子氏 

東北電化工業㈱代表取締役社長 會津圭一郎氏、 

井上副市長 によるトークセッション   など

参加者：95名（40社・団体） 

活動発表会 

日時：1月25日（木）15:00～ 

場所：市総合福祉センター 

交流ホール 

内容：グループ活動の経緯や成

果を発表・共有。得られ

た学びや課題の再認識 

参加者:67名（26社・団体)  

 

 

 

 

 

ミートアップ・交流会 

日時：令和6年2月16日（金） 

場所：山形市総合福祉センター 会議研修室Ⅰ 

内容：1期生が、昨年度の活動の取組で得た学びを

活かしたグループ活動の成果を発表。また、

2期生、市民の方との交流の場を設ける。 

 参加者:36名 

 

 

女性活躍・出産育児・子育てなど、これまで取り組んできたテーマに沿っ

て、課題を改めて整理し、企画・実践した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・女性人材育成事業で指標としている令和5年度のおける短期成果指標及び評価 

指標 実績値 目標値 評価 

1 事業への関与企業 97社 100社以上 △ 

2 
参加した企業のうち、この事業をきっかけに働きやすさの取り組

みを実施した企業の割合 
54％ 50％以上 〇 

3 参加者（2期生）満足度平均【5段階】 4.8 4.0以上 〇 

4 参加者派遣・Action Day関与企業へのヒアリング 100％ 100％ ― 

Ａｃｔｉｏｎ Ｄａｙ 

日程：11月～1月 

内容：課題解決に向けた取組の”第一歩”を企画・運営 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年度より、資生堂ジャパン㈱からいただいた企業版ふるさと納税と、㈱資生堂がもつ女性活躍支援のノウハウ、および山形市と包括連携

協定を締結している㈱Ridiloverが持つ人材育成のノウハウを活かし、公民連携で女性人材育成事業を実施しています。 

この事業は、山形市で生活する女性が抱える悩みや課題を自ら解決することを目指す探求型プログラムを実施することにより、地域で活躍する

女性リーダーの育成と若年女性の地元定着を進めるとともに、市内企業による好事例の創出を目的としています。 

令和５年度参加者（２期生）は、課題解決型ワークショップに取り組み、令和４年度参加者（１期生）は昨年度得られた成果等をさらに深掘り

するなどし、継続して課題解決に取り組んでいます。 

１・２期生とともに市内企業における女性活躍のさらなる推進と“女性が輝くまち山形”の実現を目指しております。 

ワークショップ 

日程：6月～2月（全8回） 

場所：男女共同参画センター・東京都区内 

内容：「企業内における女性活躍の推進」、「若年女性の地元定着」、

「企業内のＤＸ推進」をテーマに女性が抱える悩みや課題を

グループごと解決に向けて取り組む。 

参加者：市内在住,在勤,在学の女性19名（うち企業派遣13名） 

特徴的な内容 

5 名が補助講師

として、2期生へ

のアドバイスな

どワークショッ

プの運営をサポ

ート 

1期生の活動状況 

①取組内容について、市の政策との

結びつきを検討する。 

②1・2期生からより多くのサポート

と引き続き多くの企業からの参

加、協力をいただきながら、3 期

生向けのワークショップを進め

ていく。 

③参加者の自主的な活動を支援し、

市民活動としての女性活躍推進

につなげていく。 

～“女性が輝くまち山形”を目指した共同プロジェクト「まち、わたし、きらめく Women's
ウ ィ メ ン ズ

 Campus
キ ャ ン パ ス

山形」～ 

・女性人材育成事業で指標としている令和8年度までの長期成果指標 

指標 目標設定時数値 現状値 
目標値 

（令和8年度） 
評価 

1 市内企業の女性管理職の割合 12.6％ Ｒ元 
直近の調査結果 

21％ ― 

2 県内企業に就職した女子学生の割合 33.7％ Ｒ元 50％ ― 

3 
県外から市への女性転入者数 

－市から県外への女性転出者数 
△321人 Ｒ２ △572人 Ｒ４ 0人 ↘ 

 

・成果 

【企業での取組（セミナー参加企業への事後アンケートより）】 

・社内にWomen's Campusに参加した女性社員も含めたワーキンググ

ループを立ち上げ、女性活躍に関する取組を進めていく予定。 

・女性社員だけの意見交換会を行い、女性の率直な意見を聞く機会を

持つことができた。この意見を参考にしていきたい。 

【参加者（事業後アンケートより）】 

・東京ｽﾀﾃﾞｨﾄﾘｯﾌﾟの訪問先と連携して、新規事業を企画している。 

・Action dayがきっかけで資格を取得した。仕事の幅を広げること

ができている。 

 
・見込まれる成果 

・企画・立案・意思決定の段階から女性が関わる企業の増加、地域活

動における女性の活躍の場が多くなることにより、多様な価値観

や発想を取り入れた開発等や社会の実現につながる。 

・活躍する女性リーダーの姿がロールモデルとなり、若い世代が山形

で活躍していくための目標・手本となる。 

女性活躍推進トップセミナー 

グループ名 取組テーマ アクション内容 対象者

ｏｒａｄａ 女性の地元定着
独身男性向けの内面・外面の魅力アッ
プ講座

県内男性

ｍｏｈａｌａ 働く女性の支援
やりたいことを叶えるための思考整理
セミナー

県内女性

こども会議
子どもの居場所
づくり

放課後や休みの日に何をしたいかを
小学生が自由に考え、対話し、企画・
実行するイベント

小学生

こめラボ 食育 食を知り、食を楽しむワークショップ
小学生
コパル来館者

班 取組テーマ アクション内容 対象者

1
若年女性の
地元定着

女子高校生と山形市内企業の
若手社員との交流イベント

女子
高校生

2
企業内ＤＸの
推進

働きやすい職場環境の構築に
向けた企業ＤＸ実現に関する
意識改革セミナー

市内企業
社員

3
女性活躍推進
に関すること

男女ともに有意義な育児休業
の過ごし方

市内在住
の夫婦

4
企業内におけ
る女性活躍

アンコンシャス・バイアスを
認識した若手・女性社員との
コミュニケーションセミナー

市内企業
社員

5
女性活躍推進
に関すること

自分を知り、働きやすい・生き
やすいを生み出すワークショップ

県内女性

資料１ 
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第１号議案 令和６年度事業計画について 
 
山形市では、令和４年２月に「男女共同参画のまち山形」の実現をめざし、第４次山形市男女

共同参画計画「いきいき山形男女共同参画プラン」（計画期間：令和４年度～令和８年度）を策定

しました。 
男女共同参画センターでは、このプランに基づいて、８つの事業を展開し、それら事業や活動

を通して市民に対し情報の提供を行なうとともに男女共同参画意識の啓発を推進します。 
また、男女共同参画のまちづくりに向け自主的に活動する団体グループの活動拠点施設として、

団体の育成と相互交流を支援しながら、市民とともに計画を推進します。 
 なお、山形連携中枢都市圏連携事業により、村山地域の７市７町による広域活用により圏域  

全体において、男女共同参画意識の高揚に向けた啓発の充実を図ります。 
 

男女共同参画センターで実施する８つの事業 

１．公民連携による女性人材育成事業 ２．学習事業 ３．男女共同参画宣言都市事業 

４．広報事業 ５．市民活動支援事業 ６．相談事業 ７．情報収集提供事業 ８．交流事業 

 
１．公民連携による女性人材育成事業 （資料３） 

企業、地域で活躍する女性リーダーの育成を行い、「女性が輝くまち 山形」の実現に向け、

取組を推進します。 
「まち、わたし、きらめく Women’s Campus 山形」（６月～２月 全８回予定） 

 
２．学習事業  

各種講座を実施します。なお、必要に応じオンライン講座を実施し、来所が難しい方でも

受講できる環境を提供いたします。 
また、育児中でも受講しやすいように、希望に応じて臨時託児室を開設いたします。 

 （１）自主企画講座 

・女性学講座（全１回予定） 
 ・エンパワーメント講座（全２回予定） 
 ・男女共同参画講座（全１回予定） 
 ・イクメン・イクジイ講座（全３回予定） 

・育児サークル交流研修会（全３回予定） 
  ※特定非営利活動法人 やまがた育児サークルランドと共催で実施 
 ・ＤＶ防止講座（全１回予定） 
 ・働く女性の講座（全２回予定） 
 ・女性活躍推進講座（全１回予定） 

・健康講座（全４回予定） 
 ・男女共同参画週間記念講座（全１回） 
 ・性の多様性に関する理解促進講座（全１回） 

  
 
 

資料２ 
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（２）出前講座 
   ・小・中学生向け出前講座 

    市内１０小・中学校（第一小・第七小・明治小・滝山小・蔵王第二小・本沢小・第一中・

第八中・第九中・金井中）で開催予定 

   ・企業・事業所向け出前講座（１０事業所で開催予定） 

 
（３）ファーラ市民企画講座 

市民との共創の視点で男女共同参画社会づくりを推進するための重要事業と位置付け、 

引き続きその活動を支援します。 

 

３ 男女共同参画宣言都市事業 
「男女共同参画週間（６月２３日～２９日）」関連事業 
・啓発パネルの展示（道の駅やまがた蔵王樹氷ホール、男女共同参画センター内） 
・記念講演 
・女性の権利１１０番 
山形県弁護士会所属の弁護士による面談または電話による相談 
女性の抱える問題を法律により解決し、女性の人権を保護することを目的とします。   

・一行誌募集 
日頃感じている男女共同参画の一コマや男女共同参画に対する思いが伝わるもの作品

を募集し、優秀な作品に対し表彰を行うとともに広報などを通し啓発を行います。 
 
４ 広報事業 

情報紙編集協力員と共に、男女共同参画に関する啓発・情報提供、自主企画講座の周知・

報告を目的とした男女共同参画情報紙「ファーラ」（年１回）を発行します。また、情報紙  

「ファーラお知らせ版」の発行のほか、広報やまがたや山形市のホームページ、ＳＮＳを  

活用し、ファーラの各種事業について広報します。 
 
５ 市民活動支援事業 
（１）貸館事業 

男女共同参画のまちづくりを目指し、自主的に活動する団体へ無料で貸室を行います。 
 
（２）ファーラ市民企画講座（再掲） 

 
６ 相談事業 

 （１）通年実施 
専門の相談員を配置し、きめ細やかな相談事業を展開します。 
相談者自らが解決する力を持つことができるよう助言を行うとともに、必要に応じて、 

更に専門的な相談窓口の情報提供を行います。 
 

相談名 実施日 相談員 

一般相談（予約制） 
休館日を除く毎日 
（９時～１９時、曜日により時間帯異なる） 

カウンセラー（女性） 



 
 

                  
 

法律相談（予約制） 
月３回 

（第２～４金曜日 午後４時～６時） 
山形県弁護士会所属

弁護士 

女性の健康相談 
（思春期から更年期まで） 

随時 助産師 

  
７ 情報収集提供事業 

図書及び他市等の取組みなどの情報資料を収集し、市民へ提供します。 
情報コーナーでは、閲覧の場所を提供し、更に図書等の貸出しも行います。 

 
８ 交流事業 
   市民や小グループが打合せや話し合いの場として、交流コーナーを自由に使用できる 

よう開放します。 
 
 ９ その他 
（１）小・中学生向け男女共同参画学習資料の配付 
   小学１年生、４年生、中学１年生を対象に、学習資料「きらりかがやいて」を市内全小・

中学校に配付します。 
（２）女性に対する暴力をなくす運動（１１月１２日～２５日） 

パープルリボンツリー・ＤＶ防止啓発パネルの展示等を実施します。 
（３）生理用品の無料配付 

    経済的な理由などで生理用品の購入が困難な方に、申出により無償で配付します。 
（４）連携中枢都市圏連携事業 

村山地域の市町の方から男女共同参画センターを利活用いただき、広く男女共同参画を

推進します。 
（５）男女共同参画センター運営委員会 
   年２回開催を予定しています。 
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○山形市男女共同参画センター条例 

平成７年９月25日条例第34号 

改正 

平成14年12月25日条例第57号 

山形市男女共同参画センター条例 

題名改正〔平成14年条例57号〕 

（目的） 

第１条 この条例は、男女共同参画に関する各種の施策を展開する拠点施設の設置及び管理等につい

て必要な事項を定め、もって男女がともにその能力を十分に発揮できる環境づくりを推進し、男女

共同参画社会の形成に資することを目的とする。 

一部改正〔平成14年条例57号〕 

（設置、名称及び位置） 

第２条 この市に前条の目的を達成するための施設を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとす

る。 

名称 山形市男女共同参画センター 

位置 山形市城西町二丁目２番22号 

一部改正〔平成14年条例57号〕 

（事業） 

第３条 山形市男女共同参画センター（以下「センター」という。）においては、次の各号に掲げる

事業を行う。 

(１) 講座及び研修会等の開催に関すること。 

(２) 使用者の自主的な学習活動への支援に関すること。 

(３) 個人及び団体間の交流の促進に関すること。 

(４) 情報の収集及び提供に関すること。 

(５) 各種の相談に関すること。 

(６) その他第１条の目的を達成するため市長が必要と認めること。 

一部改正〔平成14年条例57号〕 

（使用の許可） 

第４条 センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。 

２ 市長は、使用を許可する際に、必要な条件を付することができる。 

３ 使用の許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、許可を受けた目的以外にセンターを使用

してはならない。 

一部改正〔平成14年条例57号〕 

（使用の制限） 

第５条 市長は、センターを使用させることが不適当と認めるときは、使用を許可せず、又は使用を

許可した後であっても許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。 

一部改正〔平成14年条例57号〕 

（原状回復の義務） 

第６条 使用者は、その使用が終わったとき、又は使用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回

復しなければならない。 

（損害賠償） 

第７条 使用者は、その使用により建物又は附属設備若しくは備付けの物品を損傷又は滅失させた場

合において、前条の原状回復ができないときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市

長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。 

（運営委員会） 

第８条 センターの運営の円滑化を図るため、センターに山形市男女共同参画センター運営委員会（以

下「運営委員会」という。）を置く。 

２ 運営委員会は、委員15人以内をもって組織し、委員は、知識経験を有する者及び各種団体の代表

者等のうちから市長が委嘱する。 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 
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４ 運営委員会に委員長及び副委員長１人を置き、委員の互選により定める。 

５ 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。 

６ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代

理する。 

一部改正〔平成14年条例57号〕 

（会議） 

第９条 運営委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、委員長は、その議長となる。 

（委任） 

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、平成８年２月１日から施行する。 

附 則（平成14年12月25日条例第57号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成15年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正前の山形市女性センター条例（以下「旧条例」という。）第４条第１項の規

定により受けた女性センターの使用の許可（施行日以後の使用に係るものに限る。）は、改正後の

第４条第１項の規定により受けたセンターの使用の許可とみなす。 

３ この条例の施行の際現に旧条例第８条第２項の規定により委嘱された山形市女性センター運営委

員会の委員である者は、施行日に、改正後の第８条第２項の規定により山形市男女共同参画センタ

ー運営委員会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみ

なされる委員の任期は、同条第３項の規定にかかわらず、平成16年３月31日までとする。 
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山形市男女共同参画センター運営委員会要項  

 

（趣旨） 

第１ この要項は、山形市男女共同参画センター条例（平成７年市条例第３４号。以下「条例」

という。）第８条の規定により設置された山形市男女共同参画センター運営委員会（以下「運

営委員会」という。）の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （所掌事務） 

第２ 運営委員会は、男女共同参画センター（以下「センター」という。）の運営に関する事項

及び条例第３条に掲げる事項について審議するものとする。 

（会議） 

第３ 運営委員会の会議（以下「会議」という。）を招集する必要がある場合において、委員長

及び副委員長がともにないときは、市長が会議を招集し、あらかじめ市長が指名した委員が

その議長となる。 

２ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができないものとする。 

３ 運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによるものとする。 

（書面による議事の決定） 

第４ 第３第３項の規定にかかわらず、委員長（第３第１項の規定に該当する場合にあっては、

市長。以下この項において同じ。）は、次に掲げる事由に該当する場合には、会議における議

決に代えて、委員長が書面により委員の意見を徴し、又は議事に対する可否を問い、それに

対して委員が可否を表明する方法をもって議事を決定することができる。 

 ⑴ 緊急に議決を要する場合において、会議を招集する時間的余裕がないとき。 

⑵ 災害の発生、感染症のまん延等により、会議を開催することが合理的でないと認められ

る場合。 

２ 第３第３項の規定は、前項の規定により議事を決定する場合について準用する。この場合

において、第３第３項中「出席委員」とあるのは「委員」と、「議長」とあるのは「委員長

（第１項の規定に該当する場合にあっては、市長）」と読み替えるものとする。 

（委任） 

第５ この要項に定めるもののほか、運営委員会の運営について必要な事項は、別に定めるも

のとする。 
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附 則 

この要項は、平成１０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要項は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要項は、平成１６年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要項は、令和３年２月１日から施行する。 
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